
ふくしま　
受動喫煙防止条例
令和3年4月1日から

新たな条例が
施行されました

受動喫煙…人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること

　大切な人のために受動喫煙対策をしましょう
『たばこ』は喫煙する人だけでなく、
周囲の人の健康にも悪い影響を与え
ることが科学的に証明されています。

肺がんや心筋梗塞などの多くの病気
にも関係しています。

私たちの健康だけではなく、
お腹の赤ちゃんにも大きな影響を与
えます。

子どもや妊婦、病気を抱える方など、
受動喫煙により健康を損なう恐れが
高い人へ特に配慮をしなければなり
ません。

【問い合わせ　生活課　福祉健康班　☎９３－６１６９】

・	子どもや妊婦、病気を抱える方など、受動喫煙によ
り健康を損なう恐れが高い人が主に利用している施
設の周辺や通学時間帯の通学路で喫煙しないよう努
めましょう。

・	公園など利用する方は、受動喫煙により健康を損な
う恐れが高い子どもや妊婦、病気を抱える方などへ
の受動喫煙防止に努めましょう。

◦◦路上などにおける受動喫煙の防止◦◦

喫煙をする人などが気を付けること

◦◦子どもや妊婦などへの配慮◦◦
・	家庭内など、子ども・妊婦が一緒にいる場所や、同
乗している車の中で喫煙しないように努めましょ
う。

・	喫煙後４５分間くらいはたばこを吸った人が出す息
からも有害物質が出ています。その有害物質を吸い
込むサードハンド・スモーク（三次喫煙）	でも健康
への影響が心配されています。

特に配慮が必要です

条例では
、事業者

や

住民など
それぞれ

取り組む
べきこと

が

定められ
ています

環境整備の取り組み
健康影響の普及啓発

屋外喫煙場所を設置
しないように努める

学校・児童
福祉施設など

行政機関
県・町

住民事業者

保護者飲食店
店内が禁煙である場合、
そのことを表示するよ
うに努める

受動喫煙を発生させな
いように努める

子どもが受動喫煙に合
わないように努める

健康影響の理解
他人に受動喫煙させない

受動喫煙
を防ぐ
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【問い合わせ　生活課　保険年金班　☎８４－１５１３】

介護保険負担限度額認定の申請について
介護保険施設の食費・居住費について、一定の条件を満たす方には自己負担の上限（限度額）が設けられま
す。負担軽減を受けるためには、「介護保険負担限度額認定」の申請が必要です。
令和2年度分介護保険負担限度額認定証をお持ちの方の有効期限は令和３年７月３１日㈯です。下記に該当
する方は、更新の手続きが必要です。※６月２８日㈪から更新申請を受け付けます。
▼対象者	 特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・療養病床施設入所者およびショー

トステイ（短期入所）利用者
▼有効期間	 令和３年８月以降に申請した月の１日～令和４年７月３１日まで
▼支給要件の見直し	 令和３年８月から下表の負担限度額を超える場合に介護保険から給付される特定入所者

介護サービス費について利用者負担段階が細分化されます。

※（）内の金額は、特別養護老人ホーム利用またはショートステイ利用の際の金額。
ただし、下記の⑴⑵のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費は支給されません（負担軽減の対象外です）。
⑴住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合。
⑵住民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも、預貯金などが基準を超える場合。
※上記⑵については令和３年８月から預貯金要件の見直しがあります。
・第１段階　：預貯金などが単身１，０００万円、夫婦２，０００万円を超える場合
・第２段階　：預貯金などが単身６５０万円、夫婦１，６５０万円を超える場合
・第３段階①：預貯金などが単身５５０万円、夫婦１，５５０万円を超える場合
・第３段階②：預貯金などが単身５００万円、夫婦１，５００万円を超える場合

▼申請方法	 申請用紙は役場１階保険年金班にあります。またホームページにも掲載しています。
▼持参物	 ①本人・配偶者の通帳など（写しでも可）　②本人の個人番号カードまたは通知カード
	 ③本人の介護保険証　④本人・代理人の顔写真入り身分証（個人番号カード、運転免許証など）

▼所得段階別の負担限度額（1日あたり）

利用者
負担段階 対象

居住費の負担限度額 食費の限度額
ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 多床室 施設

サービス
短期入所
サービス

第
１
段
階

●本人および世帯全員
が住民税非課税で老
齢福祉年金の受給者

●生活保護の受給者

８２０円 ４９０円 ４９０円
(３２０円 ) ０円 ３００円 ３００円

第
２
段
階

本人および世帯全員が
住民税非課税で、合計
所得金額＋課税年金収
入額＋非課税年金収入
額が８０万円以下の人

８２０円 ４９０円 ４９０円
(４２０円 ) ３７０円 ３９０円

３９０円
※令和３年
８月から
６００円

第
３
段
階

第
３
段
階
①

本人および世帯全員が
住民税非課税で合計所
得金額＋課税年金収入
額＋非課税年金収入額
が８０万円超１２０万
以下の人

１，３１０円 １，３１０円 １，３１０円
(８２０円 ) ３７０円 ６５０円

６５０円
※令和３年
８月から

１，０００円

第
３
段
階
②

本人および世帯全員が
住民税非課税で合計所
得金額＋課税年金収入
額＋非課税年金収入額
が１２０万円超の人

１，３１０円 １，３１０円 １，３１０円
(８２０円 ) ３７０円

６５０円
※令和３年
８月から

１，３６０円

６５０円
※令和３年
８月から

１，３００円

※令和 3年 8月より適用
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●中岩田南団地	 ・駐車場（１台分）を設置しており、使用料がかかります。（月額２，５００円）
	 	 ・浴槽・給湯器などの別途リース料がかかります。（月額１，６５０円）
	 	 ・原則、単身者のみの入居の申し込みはできません。
●新中岩田団地・古町川尻団地	 ・駐車場がありませんので、車を所有している方は民間駐車場

を借りることを条件とします。
●今後の退去状況などにより、募集戸数が増加する場合があります。【 そ の 他 】

【入居要件】

▼入居予定時期　　８月上旬
▼入居資格		次の⑴～⑺すべて満たす事が条件です。
⑴現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
⑵地方税および上下水道使用料などを滞納していないこと。
⑶過去において公営住宅に入居していた方およびその配偶
者が入居する場合は、過去の家賃を滞納していないこと。
⑷世帯の収入が、公営住宅法により定められた収入額
以下であること（原則	月収１５８，０００円以下）。
⑸入居しようとする者が暴力団員など反社会的勢力に
該当しないこと。
⑹単身入居（中岩田南団地を除く）の場合は、次のい
ずれかに該当すること。
①年齢が６０歳以上であること
②身体障害者手帳 (１～４級 )所持者
③精神障害者手帳 (１～２級 )所持者
④知的障がい者 (精神障がいに相当する程度 )
⑤戦傷病者手帳 (特別項症～第一款症 )所持者
⑥原子爆弾被爆者(厚生労働大臣の認定を受けた方)
⑦生活保護法に基づく被保護者など

⑺その他
①団地内のルールを守り、お互いに協力して円滑
な共同生活ができる方
②家賃の支払いなど契約条項を遵守できる方

▼【申し込みに必要な書類】
○町営住宅入居申込書（建設課都市土木班にあります）
○住民票謄本（市町村の戸籍窓口で交付）
入居者全員の本籍･続柄･世帯主が記載されているもの
別居扶養親族がいる場合はその方の分も必要

○所得を証明できる書類（所得証明書など）
１８歳以上の入居者全員。所得のない方も必要です。
ただし、所得のない高校生・大学生は学生証の写し
でも可
１８歳未満の方でも収入のある方は所得証明書が必要
○納税証明書（市町村の税務窓口で交付）
他市町村に住所がある方は、当該年度および過去２
か年分の納税証明書が必要
○婚約証明書（婚約中の方が申し込む場合）
○現在お住まいのアパートの賃貸借契約書の写し
▼入居決定のとき緊急連絡人が１名必要となります。

▼受付期間
６月２８日㈪～７月１２日㈪　
午前８時３０分～午後５時１５分まで
（土･日を除く）
▼書類提出先　
役場２階　建設課　都市土木班

【問い合わせ　建設課　都市土木班　☎８４－１５０６】

団地名／住宅棟 住　　所 住宅の構造 タイプ 家　賃 学　　区

中岩田南団地
２号棟１０２号室（１階）字中岩田１０

（新町）

平成１３年度建築
鉄筋コンクリート造３階建
エレベーターなし

２ＤＫ １８，１００～
３５，５００円

坂下南幼稚園

坂下南小学校

中岩田南団地
６号棟１０１号室（１階）

平成１５年度建築
木造２階建

3ＤＫ

２０，１００～
３９，４００円

新中岩田団地
1号棟２２６２号室（３階）字中岩田４７

（新町）

昭５８年度建築
鉄筋コンクリート造３階建
エレベーターなし

１３，９００～
２７，４００円

新中岩田団地
2号棟１１４９号室（３階）

昭和５９年度建築
鉄筋コンクリート造３階建
エレベーターなし

１４，１００～
２７，８００円

古町川尻団地
３号棟１２２号室（１階） 字古町川尻

４２６（緑町）

昭和５３年度建築
鉄筋コンクリート造４階建
エレベーターなし

１２，９００～
２５，４００円 坂下東幼稚園

坂下東小学校古町川尻団地
５号棟２３３号室（１階）

昭和５４年度建築
鉄筋コンクリート造４階建
エレベーターなし

１３，９００～
２７，３００円

住宅にお困りの方を対象に、町営住宅の入居者を募集します。

【募集住宅】※いずれの住宅も、家賃は収入により異なります。
▼募集戸数　６戸
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農地中間管理機構
（福島県農業振興公社）

【問い合わせ　産業課　農林振興班（町農業委員会）　☎８４－１５３４】

【農地の貸し借りの流れ】

○農地中間管理機構（農地バンク）が区域を定めて農地の借り手を公募します。

○借入希望者が応募（エントリー）します。※現在、登録されている方は応募の必要はありません。

○応募者は福島県農業振興公社ホームページなどで公表をします。

○農地を貸したい人は、農地のある市町村担当窓口へ申請書を提出します。

○貸し手、借り手の各種調整後、その結果を公告し、賃貸借契約の締結となります。

※相続が完了していない土地を貸し付ける場合は、法定相続人の同意が必要となります。

農地を貸したい！農地を借りたい！そんな時・・・

農地中間管理事業をご活用ください！
農地中間管理機構（農地バンク）は、都道府県知事が監督する「信頼できる農地の中間的受け皿」
です。公的機関である機構が農地を借り受け、担い手にまとまった形で農地を転貸する仕組みです。

【貸し付け条件を満たせば協力金が交付される場合があります】
農業からのリタイアや経営転換のため、自作地を機構に１０年以上貸し付けた場合、面積に
応じて協力金が交付されます。なお、交付には条件がありますので、詳しくは担当窓口または
地区の農業委員・農地利用最適化推進委員へご相談ください。
◎今年度の交付対象者となるためには、８月３１日㈫までの申請が必要です。

【農地中間管理事業の仕組み】

農地を貸したい人

※名義の変更（所有権移転）ではありません。

農地バンク 農地を借りたい人
※申請書の提出が必要
ですので、農地のあ
る市町村担当窓口へ
ご相談ください。

※	農地を借りたい人は、
機構が行う借り手の
公募に応募（エント
リー）が必要です。

貸付 貸付
（転貸）

高齢となって
耕作ができない

経営規模
拡大がしたい！

注意 	手続きが遅れると対象となりません。
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【問い合わせ　生活課　戸籍環境班　☎８４－１５００】

農家の皆さまへ

令和３年度 会津宮川土地改良区 配水計画
出穂期の用水を確保するため中干し期を利用し、６月２５日㈮から７月２５日㈰までの１か月間、分水調整

を行いますのでご理解ご協力をお願いします。
なお、降雨によってダムに十分な貯水量（必要水量）が確保できた場合は、分水調整を解除します。

町民のプライバシー保護と事務の適正な運用を図るため、住民基本台帳の閲覧状況について公表します。

閲覧年月日 申出者 利用の目的 住民の範囲

令和２年
６月２４日

株式会社
サーベイリサーチセンター
東北事務所
所長　千葉　記章

次期「福島県生涯学習基本計画」の
策定に向けた基礎資料とするため、
県民の生涯学習に対する関心及び生
涯学習活動の実態調査を行うため。

字小川原に居住する満１８歳
以上満８０歳未満の男女１３
名

７月１日 株式会社　ＩＴスクエア
代表取締役社長　渡邉　亨

令和２年度「福島県政世論調査」
対象者の住所などを把握するため。

字八日沢に居住する満１５歳
以上の男女２０名

１０月１日 一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

「令和２年度消費者意識基本調査」
の対象者名簿作成のため。

字小川原に居住する満１５歳
以上の男女２５名

１０月１５日
自衛隊福島地方協力本部
本部長　神田　謙
自衛隊福島地方協力本部
会津若松出張所長　我妻　伸一

自衛官及び自衛官候補生に関する
募集事務として、募集案内の郵送
などを行うため。

出生年月日が平成１５年４月
２日～平成１６年４月１日ま
での男女１５２名

１２月１６日 一般社団法人　新情報センター
事務局長　山本　恭久

「震災体験と新型コロナウイルス感
染症への対応に関する調査」の対
象者名簿作成のため。

字古町川尻、字五反田、字台
ノ下、大字牛川、大字金上、
大字塔寺に居住する満２０歳
以上２６歳未満の男女５０名

（対象期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

※切り替え操作は午前中に行います。
地域・分水工名 ６／２５開始 ６／３０ ７／５ ７／１０ ７／１５ ７／２０ ７／２５終了

会津美里町高田地域
会津美里町新鶴地域
会津坂下町
田沢第１分水工
上台分水工
津尻 9-0 分水工

パイプラインの分水調整について

①限りある用水ですので、掛け流しはしないでください。
②勝手に幹線用水路（牛川新堀・栗村用水路など）のゲートを操作しないでください。
③水量調整や施設に関する要望は、各地区の区長や水利委員を通して会津宮川土地改良区まで連絡をお願いし
ます。個人の依頼には応じません。
④これから夏にかけて降雨量が少ない場合に備えて、引き続き節水のご協力をお願いします。

【問い合わせ　会津宮川土地改良区　☎５４－７１５４　☎０９０－７３２６－９８４８（担当者直通）】
【問い合わせ　産業課    農林振興班　☎８４－１５０５】

計画的な用水配分を行うためのおねがい

【凡例】	 水を流す期間（この矢印がある期間は、関係する分水工から水を出します。）
	 それ以外の期間は、水が止まりますので、ご注意願います。

住民基本台帳の閲覧状況
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